
 

３２ 

承認第 ４ 号 

 

   専決処分の承認を求めることについて 

 

 おいらせ町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例について、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処

分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。 

 

  平成３０年 ５  月 １ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆 

 

    



 

３３ 

専決第 ７ 号 

 

おいらせ町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例について 

 

 おいらせ町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定めることについて、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定によ

り専決処分する。 

 

  平成３０年 ３ 月３１日 専決 

 

                おいらせ町長 成 田   隆 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

処分理由 

 放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準（平成２６年

厚生労働省令第６３号）の一部改正に伴い、これに従い又は参酌して

定めた本条例に所要の改正を行うため専決処分するものである。 



 

３４ 

おいらせ町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例 

 おいらせ町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を

定める条例（平成２６年おいらせ町条例第１３号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第３条第２項を削り、同条の次に次の１条を加える。 

 （最低基準の向上） 

第３条の２ 町長は、児童の保護者その他児童福祉に係る当事者の意

見を聴き、放課後児童健全育成事業を行う者（以下「放課後児童健

全育成事業者」という。）に対し、最低基準を超えて、その設備及び

運営を向上させるように勧告することができる。 

２ 町は、最低基準を常に向上させるように努めるものとする。 

 第４条第１項中「事業を行う者（以下「放課後児童健全育成事業者」

という。）」を「事業者」に改め、同条第３項を削る。 

 第１０条第３項第４号中「学校教育法の規定により、幼稚園、小学

校、中学校、高等学校又は中等教育学校の教諭となる資格」を「教育

職員免許法（昭和２４年法律第１４７号）第４条に規定する免許状」

に改め、同項に次の１号を加える。 

 (10) ５年以上放課後児童健全育成事業に従事した者であって、町

長が適当と認めたもの 

   附 則 

 この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 


